
パソコン・スマートフォン・
タブレット端末からも
ご覧いただけます。
https://s.srdb.jp/9171/

第152回定時株主総会
招集ご通知

日時 令和７年６月27日（金曜日）
午前10時（受付開始：９時30分）

場所 東京都千代田区大手町二丁目２番１号
新大手町ビル ４階429区 当社会議室

株主総会にご出席の株主の皆様へ
ご出席の株主の皆様へのお土産のご用意は
ございません。何卒ご理解賜りますようお
願い申し上げます。

栗林商船株式会社
（証券コード 9171）
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証券コード9171
令和７年６月１０日

（電子提供措置の開始日令和７年６月2日）
株 主 各 位

東京都千代田区大手町二丁目２番１号
栗 林 商 船 株 式 会 社
代表取締役社長 栗 林 宏 吉

第152回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第152回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに「第

152回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト https://www.kuribayashishosen.com/ir/library.html

上記ウェブサイトにアクセスして、「招集通知」を選択してご覧ください。
また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

ネットで招集 ウェブサイト https://s.srdb.jp/9171/

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
上記ウェブサイトにアクセスして、当社名（栗林商船）又は、証券コード(9171)を入力・検索し、「基本

情報」「縦覧書類/PR 情報」を順に選択の上、ご覧ください。

当日ご出席されない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提
供措置事項に掲載の「株主総会参考書類」をご検討の上、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただ
いた上で、令和７年６月２６日（木曜日）午後５時までに到着する様ご送付をお願い申し上げます。

敬 具
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記
1. 日 時 令和７年６月27日（金曜日）午前10時 （受付開始：9時30分）
2. 場 所 東京都千代田区大手町二丁目２番１号

新大手町ビル ４階429区 当社会議室
3. 会議の目的事項

報告事項 1. 第152期（自令和６年４月１日至令和７年３月31日）事業報告、連結計算書類並びに会
計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第152期（自令和６年４月１日至令和７年３月31日）計算書類報告の件
決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役９名選任の件
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
第４号議案 退任取締役に対する特別功労金贈呈の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
1. 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきま

す。
2. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙をご持参の上、会場受付にご提出くださいますよ

うお願い申し上げます。
3. 議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせ

ていただきます。
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株主総会参考書類
議案および参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件
当社は株主の皆様への配当を最重要課題の一つと認識しており、可能な限り安定した配当
を継続していくことを基本方針としております。期末配当につきましては、当期の業績並
びに今後の事業展開等を勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
(1)株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式 １株につき金 25円 総額 311,756,125円

(2)剰余金の配当が効力を生じる日
令和７年６月30日
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第２号議案 取締役９名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役全員（９名）は任期満了となります。つきましては、改
めて取締役９名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号 氏名 性別 現在の当社における地位 取締役会出席回数

１ くりばやし ひ ろ よ し

栗 林 宏 吉 再 任 男性 代表取締役社長 17回/17回
（100％）

２ くすのき はじめ

楠 肇 再 任 男性 専務取締役 17回/17回
（100％）

３ い な だ ひ ろ ひ さ

稲 田 博 久 再 任 男性 専務取締役 17回/17回
（100％）

４ くりばやし ひ ろ ゆ き

栗 林 広 行 再 任 男性 常務取締役 16回/17回
（94％）

５ ま つ い し ん じ

松 井 伸 二 再 任 男性 取締役 16回/17回
（94％）

６ くりばやし よ し ゆ き

栗 林 良 行 再 任 男性 取締役 17回/17回
（100％）

７ か と う さとし

加 藤 智 新 任 男性 船舶本部副本部長兼船舶部長 ー

８ き た む ら しょういち

北 村 正 一
再 任
独 立
社 外

男性 取締役（社外） 16回/17回
（94％）

９ お お た よ し あ き

太 田 佳 明
再 任
独 立
社 外

男性 取締役（社外） 16回/17回
（94％）
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

所有する当社
の株式の数 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

１

栗
くりばやし

林 宏
ひ ろ よ し
吉

(昭和33年
12月16日生)

再任

81,484株 昭和57年 ４月 当社入社
昭和60年 ６月 当社取締役関連事業部長
平成元 年 ６月 当社常務取締役総務・経理担当、関連事業部長
平成２ 年10月 当社代表取締役専務取締役社長補佐・総務・経理担

当・関連事業部長
平成４ 年 ６月 当社代表取締役副社長社長補佐・管理本部長・関連

事業部長
平成５ 年 ７月 当社代表取締役副社長社長補佐・全般統括
平成７ 年 ６月 当社代表取締役社長

現在に至る
取締役候補者とした理由
長年、当社グループ全体の経営の指揮を執り、その卓越したリーダーシップにより、当社グループ全体の発

展を推進し、事業拡大を図り、中長期にわたる成長のための戦略策定と実行、業績について十分な成果を上げ
ております。経営に関する高い見識、実績、能力等、豊富な経験と知見を活かすことにより、取締役会の実効
性の確保と向上が期待でき、当社グループの持続的・革新的成長と更なる企業価値向上につながると判断し、
引き続き取締役候補者といたしました。

２

楠 肇
くすのき はじめ

(昭和33年
４月22日生)

再任

18,250株 昭和54年10月 日本通運㈱ 入社
平成22年10月 大井国際輸送支店長
平成28年 ４月 海運事業支店統括事業部部長
同 ５月 日本海運㈱ 休職派遣 取締役

平成30年 ５月 日本海運㈱ 常務取締役
同 10月 当社常勤顧問

令和元 年 ６月 当社常務取締役第一営業部兼釧路支社・苫小牧支社管掌
令和３ 年 ６月 当社専務取締役社長補佐兼第一営業部・第二営業部

兼北海道地区管掌
令和４ 年 ７月 当社専務取締役社長補佐兼営業本部長

現在に至る
取締役候補者とした理由
長年、物流業界に精通し、港湾代理店業務から国際貨物輸送に至る豊富な専門知識と経験を有しておりま

す。令和4年より、営業本部長として、当社およびグループ全体の営業を管掌しております。その実績、専門
性、経営に関する見識を活かすことにより、取締役会の実効性の確保・向上と当社グループの企業価値向上に
つながると判断し、引き続き取締役候補者としました。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

所有する当社
の株式の数 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

３

稲
い な だ

田 博
ひ ろ ひ さ

久

(昭和33年
４月８日生)

再任

20,410株 昭和56年 4 月 株式会社来島どっく（株式会社新来島どっく）入社
昭和63年 2 月 当社入社

トナンシッピング㈱出向
平成12年 ４月 栗林物流システム㈱出向
平成20年 ６月 同社取締役
平成21年 ６月 当社理事船舶部部長

栗林マリタイム㈱出向
平成29年 ６月 当社取締役船舶部長
令和３ 年 ６月 当社常務取締役船舶部長
令和 4 年 ７月 当社常務取締役船舶本部長
令和 5 年 6 月 当社専務取締役船舶本部長

現在に至る
取締役候補者とした理由
子会社の外航部門の営業経験を有しており、令和4年より船舶本部長となり、当社およびグループ全体の船

員労務、船舶管理全般を担当しております。その実績、専門性、経営に関する見識を活かすことにより、取締
役会の実効性の確保・向上と当社グループの企業価値向上につながると判断し、引き続き取締役候補者としま
した。

４

栗
くりばやし

林 広
ひ ろ ゆ き

行

(平成２年
10月26日生)

再任

28,970株 平成27年10月 当社入社
平成28年 ４月 当社第二営業部部長
平成29年 ６月 当社取締役第二営業部長
平成30年 ６月 当社取締役第一営業部長
令和２ 年10月 当社取締役第一営業部長兼経営企画部長
令和３ 年 ６月 当社常務取締役第一営業部長兼第二営業部長兼経営

企画部管掌
令和４ 年 ７月 当社常務取締役営業本部本部長代理兼経営企画部兼

人材開発部管掌
令和 5 年 6 月 当社常務取締役経営管理本部長

現在に至る
取締役候補者とした理由
内航不定期船部門から内航定期船部門の営業を担当後、令和5年より経営管理本部長として、当社およびグ

ループ全体の経営管理を管掌して成果を上げています。その実績、経験、経営に関する見識をグループ全体の
経営にも活かすことにより、取締役会の実効性の確保・向上と当社グループの企業価値向上につながると判断
し、引き続き取締役候補者としました。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

所有する当社
の株式の数 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

５

松
ま つ い し ん じ

井 伸 二

(昭和36年
11月18日生)

再任

10,777株 昭和59年４月 北海道東北開発公庫（㈱日本政策投資銀行）入庫
平成21年５月 日本原燃株式会社広報・地域交流室地域交流部長
平成23年６月 財団法人地域総合整備財団開発振興部長
平成27年６月 日本海エル・エヌ・ジー株式会社取締役経理部長
令和 ２ 年６月 当社社外監査役
令和 ３ 年４月 当社経営企画部部長

同 ６月 当社取締役経営企画部長
令和 5 年 6 月 当社取締役経営管理本部副本部長兼経営企画部長
令和 6 年 7 月 当社取締役経営管理本部副本部長

現在に至る
取締役候補者とした理由
多年にわたり金融業界に籍を置き、企業を多角的に観察してきたことから、経営管理本部では、経営企画

を中心にＭ＆Ａ、新規事業開拓と、中期経営計画の立案・策定・進捗を担当しており成果を上げております。
その実績・専門性・経営に関する見識を活かすことにより、取締役会の実効性の確保・向上と当社グループ
の企業価値向上につながると判断し、引き続き取締役候補者としました。

６

栗
くりばやし

林 良
よ し ゆ き

行

(平成6年
3月12日生)

再任

9,180株 平成29年 4 月 当社入社 日本郵船(株)に出向
令和 ４ 年６月 栗林物流システム(株)取締役営業部長（現任）

同 ７月 当社理事営業本部副本部長兼第二営業部長
令和 5 年 6 月 当社取締役営業本部副本部長兼第二営業部長

現在に至る
取締役候補者とした理由
大手外航海運会社に出向し、管理・営業を経験後、大学院で経営管理研究科を卒業しＭＢＡを取得。その

経験を活かし、内航定期船部門、内航不定期船部門および子会社の外航部門の営業部門を担当し、成果を上
げています。その知見を活かすことにより、取締役会の実効性の確保・向上と当社グループの企業価値向上
につながると判断し、引き続き取締役候補者としました。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

所有する当社
の株式の数 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

７

加
か と う

藤 智
さとし

(昭和40年
9月10日生)

新任

700株 平成10年10月 当社入社 二等機関士
平成18年 4 月 当社一等機関士
平成20年 4 月 当社退社

栗林マリタイム株式会社入社 機関長
平成28年 7 月 栗林マリタイム株式会社 陸上勤務 工務部長
平成29年 6 月 栗林マリタイム株式会社 取締役船舶部長
令和元 年 7 月 当社入社 船舶部長

栗林マリタイム株式会社 取締役船舶部長兼務
令和 4 年 7 月 当社船舶本部船舶部長
令和 6 年10月 当社船舶本部副本部長兼船舶部長

現在に至る
取締役候補者とした理由
長年にわたり機関士として、船舶運航に関する実務経験を有し、当社および子会社において船舶部門の責任

者として管理・運営を担当してまいりました。これらの豊富な知識と経験をもとに、当社グループの海運事業
の安全運航や技術面の強化に資する経営判断を行える人材であると判断し、取締役候補者としました。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

所有する当社
の株式の数 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

８

北
き た む ら し ょ う い ち

村 正 一

(昭和26年
1月14日生)

再任・独立・社外

5,240株 昭和49年４月 運輸省（国土交通省）入省
平成15年４月 海上保安庁装備技術部長
平成19年２月 日本小型船舶検査機構理事
平成21年５月 一般社団法人日本舶用工業会専務理事
令和 ２ 年６月 一般社団法人日本舶用工業会退職
令和 ３ 年６月 当社社外取締役（現任）

現在に至る
社外取締役候補者とした理由および期待される役割
旧運輸省をはじめとした、関係諸団体において多年にわたり船舶技術部門に携わった経験を有しておりま

す。これまで、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年にわたる経歴を通じて培われた豊富な
知識・経験や高い見識に基づき、独立の立場と専門的な立場から船舶技術部門と経営全般に有効的な発言を
適宜行っており、有用な提言が期待されるため引き続き社外取締役候補者としました。

９

太
お お た

田 佳
よ し あ き

明

(昭和25年
1月15日生)

再任・独立・社外

2,340株 昭和47年４月 ㈱日本興業銀行（㈱みずほ銀行）入行
平成 ６ 年 2 月 同行検査部副部長
平成17年２月 バンドー化学㈱ 経営監査室長
平成22年 4 月 コーポレート・ドクター㈱パートナー（現任）
平成29年11月 ㈱ダイハツ顧問（現任）
令和 5 年 6 月 当社社外取締役（現任）

現在に至る
社外取締役候補者とした理由および期待される役割
金融機関の海外勤務経験後、ゴム・プラスチック製品メーカーの海外事業推進室から経営企画・経営監査

室での管理部門の高い見識および専門性に基づき、当社の経営に中立的・客観的な視点から当社およびグル
ープの経営に対し、有効的な発言を適宜行っており、有用な提言が期待されるため引き続き社外取締役候補
者といたしました。

(注) 1. 各候補者と会社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。
２. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株

主や第三者等から損害賠償請求を提訴された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償
金・争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしております。候補者は、当該保険契約の
被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

3. 当社と北村正一氏および太田佳明氏との間では、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第
1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合は、当該契約を継
続する予定であります。当該責任限定が認められるのは、両氏が責任の原因となった職務の遂行につい
て、善意でかつ重大な過失がないときに限るものとします。

4. 北村正一氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社は同氏を独立役員
に指定しております。また、同氏の社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって４年となります。

５.太田佳明氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社は同氏を独立役員
に指定しております。また、同氏の社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって２年となります。
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取締役・監査役のスキルマトリックス
当社は、持続的な成長に向けた実効性のある企業統治体制を確立するため、幅広い事業経験お
よび多岐にわたる高度な専門性、知識を有する取締役・監査役を選任しております。
議案が原案どおり承認可決されました場合の取締役の構成および各取締役・各監査役の代表的
なスキル・専門的知見は以下のとおりであります。

取締役・監査役スキルマトリックス

氏名 現在の当社に
おける地位

専門性・経験および知見

企業経営
財務・
会計・
金融

営業・マー
ケティング

法務・
コンプライ
アンス

グローバル
ビジネス

船舶技術・
安全

人事・
労務

物流業
界知見

ＩＴ・
ＤＸ

栗林 宏吉 代表取締役社長 〇 〇 〇 〇 〇 〇

楠 肇 専務取締役 〇 〇 〇 〇 〇

稲田 博久 専務取締役 〇 〇 〇 〇

栗林 広行 常務取締役 〇 〇 〇 〇

松井 伸二 取締役 〇 〇

栗林 良行 取締役 〇 〇 〇

加藤 智 船舶本部副本部
長兼船舶部長 〇 〇

北村 正一 取締役（社外） 〇 〇

太田 佳明 取締役（社外） 〇 〇

横川 憲人 監査役（常勤） 〇 〇 〇

廣渡 鉄 監査役 〇 〇

和田 芳幸 監査役 〇 〇
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第３号議案 補欠監査役１名選任の件
監査役の員数が欠けた場合に備えて、補欠の社外監査役として德間亜紀子氏の選任をお願
いいたしたいと存じます。
また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
(生年月日)

所有する当社
の株式の数 略歴および重要な兼職の状況

德間亜紀子
と く ま あ き こ

(昭和48年
11月14日生)

−株 平成10年７月 中央監査法人（後のみすず監査法人）入所
平成19年８月 新日本監査法人（現、EY新日本有限責任監査法人）入所
平成22年11月 德間公認会計士事務所所長(現在)
令和２年11月 税理士法人德間会計パートナー社員
令和３年６月 当社補欠監査役
令和４年１月 ケネディクス不動産投資法人 監督役員（現在）

同 ４月 税理士法人德間会計代表社員（現在）

現在に至る
補欠の社外監査役候補者とした理由
德間亜紀子氏を社外監査役の補欠として選任する理由は、長年に亘り公認会計士および税理士として豊富な経験と

知識を有しており、様々な会社の会計監査を行い、公認会計士として高い見識とコーポレート・ガバナンスに関する
知見を有しており、補欠の社外監査役として適任と思料したからであります。なお同氏は、過去に社外役員になるこ
と以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外監査役として選任をお願いするもの
であります。
(注) 1. 候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。

2. 德間亜紀子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が社外監査役と
して就任された場合、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

3. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株
主や第三者等から損害賠償請求を提訴された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償
金・争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしております。候補者は監査役に就任した
場合、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予
定してあります。
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第４号議案 退任取締役に対する特別功労金贈呈の件
本総会終結の時をもって小栁 圭治氏が退任されます。専務取締役の小栁 圭治氏は、平
成２0年６月取締役就任以降、当社の総務・人事部門のマネジメント経験他、間接部門全
般に関する見識を有しており、多大なる貢献がありました。
つきましては、その在任中の功労に報いるため、令和元年６月２７日開催の第１４６回定
時株主総会において決議いただいた退職慰労金とは別に、当社における一定の基準を踏ま
え、ガバナンス委員会の答申内容に従い、取締役会にて審議の上、特別功労金を贈呈いた
したく存じます。なお退任取締役に対する特別功労金は、本招集通知25頁に記載の「取
締役および監査役の報酬等の額」の「①当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の
額」の「（注）2.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」の
「(7)退任役員に対する特別功労金の支払い方針」に沿うものであり、その内容は相当であ
ると判断しております。
なお、特別功労金贈呈の時期、および方法等は取締役会にご一任願いたいと存じます。
退任取締役の略歴は次のとおりであります。

氏 名 略 歴

小
こやなぎ
栁 圭治

け い じ
平成20年６月 当社取締役
令和元年 6 月 当社常務取締役
令和 5 年 6 月 当社専務取締役

現在に至る

以 上
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事 業 報 告
(自 令和６年４月１日)至 令和７年３月31日

1．企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過およびその成果

当連結会計年度における日本経済は、物価高が続き個人消費の動きは弱いものの、人手不
足感の強まりから雇用環境は改善し、賃金も上昇していること等から、緩やかに回復してい
ます。
海外においては、米国では政策金利の引き下げに慎重な姿勢から設備投資は減少し、消費

者マインドも悪化しており、景気減速の兆しが見受けられます。欧州では政策金利の引き下
げが続き、消費が堅調に推移したことから景気は持ち直しています。中国では政策支援によ
り内需は持ち直しているものの、外需が低調に推移しており、自律的な回復力は弱く、持続
力を欠いた景気回復となっています。
このような経済情勢の中で当社グループは、海運事業における国内定期航路事業では、

2024年問題を背景とした陸上輸送から海上輸送へのモーダルシフトの動きが徐々に高まり
つつあります。更に大型ロット輸送に適した建設材や、インバウンド消費の増加に後押しさ
れた一般雑貨の荷動きが好調に推移しました。燃料油価格は高い水準が続いたものの、省エ
ネ運航の徹底的な継続に加え、燃料油価格激変緩和補助金の効果により大幅なコスト増加に
は至らず、輸送量の増加が寄与し、増収、増益となりました。
近海航路では、中国の本格的な経済回復が遅れており、春節の影響をうけつつも採算性を

重視した効率配船により、増収・増益となりました。
ホテル事業においては、インバウンドを中心に道外からの集客も好調で前年を上回る集客

が行えたこと、単価も上昇したことから、増収・増益となりました。
不動産事業においては前年度並みに推移しましたが、維持管理費の増加により、増収・減

益となりました。
事業セグメント毎の業績概況は次のとおりであります。

(海運事業)
国内定期航路事業は、インバウンド消費の増加や、陸上輸送から海上輸送へのモーダルシ

フトも追い風となり、輸送量は増加しました。シャーシ貨物は、北海道から本州への建設材
のスポット輸送、大阪発の鋼材輸送、東京発の一般雑貨の増加が顕著となりました。商品車
両においても同様に海上モーダルシフトが加速し、特に関東/関西における輸送量は増加と
なりました。また、太宗貨物である紙製品および紙原料は国内需要の減少があったものの、
輸送体制の見直しにより微増に転じました。更に、輸送費の原価上昇は、海上、陸上ともに
荷主への価格転嫁が進み増収・増益となりました。
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近海航路では、中国経済の本格的な回復に時間を要してはいるものの、東南アジアからウ
ッドペレット等の貨物を獲得し、効率配船により増収・増益となりました。
これらの結果、売上高は前年度に比べて39億９千２百万円増(8.8％増)の491億２千２百万

円、営業費用が前年度に比べて、27億６百万円増(6.1％増)の468億１千３百万円、営業利
益は前年度に比べて12億８千６百万円増(125.7％増)の23億９百万円となりました。

(ホテル事業)
冬季において中国を中心とした個人旅行客が増加するなど海外個人旅行客は好調に推移し

ており、物価高騰による原価や人件費等のコストの増加はあったものの、販売単価の上昇や
ホテルシステム刷新による業務効率化等もあり、増収・増益となりました。
これらの結果、売上高は前年度に比べて２億９千７百万円増(13.2％増)の25億６千３百万

円、営業費用が前年度に比べて１億９千４百万円増(9.1％増)の23億３千２百万円、営業利
益は前年度に比べて１億３百万円増(80.8％増)の２億３千万円となりました。

(不動産事業)
前年度並みに推移したものの、修繕費等の維持管理費が増加したことから、売上高は前年

度に比べて１百万円増(0.2％増)の６億６千６百万円、営業費用が前年度に比べて１千６百万
円増(4.4％増)の３億８千４百万円、営業利益は前年度に比べて１千４百万円減(4.9％減)の
２億８千２百万円となりました。

以上の結果、売上高が前年度に比べて41億８千５百万円増(8.6％増)の530億７千１百万
円、営業利益が前年度に比べて11億７千２百万円増(76.5％増)の27億５百万円、経常利益
が前年度に比べて12億４千１百万円増(60.2％増)の33億２百万円、親会社株主に帰属する
当期純利益が前年度に比べて３億３千９百万円増(20.3％増)の20億１千３百万円となりまし
た。
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【次期の見通し】
米国の関税政策が及ぼす世界経済への影響は大きく、国内経済の先行きに不透明感が高ま

ってきているものの、次期連結業績は、売上高530億円、営業利益24億円、経常利益30億
円、親会社株主に帰属する当期純利益は19億円を見込んでおります。

各事業セグメントの今後の課題と取り組みにつきましては以下のとおりです。

(海運事業)
国内経済は、米国の関税政策による景気の下押し圧力があるものの、雇用環境の改善が続

き賃金上昇に伴う個人消費が徐々に増加していくと見込まれること、設備投資が堅調である
こと等から、緩やかに回復していくと考えております。燃料油価格についてはOPECプラス
による増産や海外各国の貿易政策の影響から下落基調で推移すると見込まれておりますが、
燃料油価格激変緩和補助金の動向変化も含め価格の変動に注視しつつ、引き続き効率的な運
航を行ってまいります。今後は海上輸送へのモーダルシフト需要の増加に合わせて支配下船
の隻数見直しを検討するとともに、輸送機材への投資を行いながら、お客様の輸送ニーズに
応えてまいります。
近海航路においては、市況の動向を注視し、採算性を重視して三国間航路を軸に取り組む

とともにバイオマス関連を中心に貨物獲得に注力してまいります。

(ホテル事業)
インバウンド需要は堅調に推移すると見込まれますが、物価上昇に伴う原価や人件費負担

増による収益性の悪化が懸念されることから、需給バランスを踏まえた効率的な予約管理を
行って安定した収益の確保を目指してまいります。

(不動産事業)
賃貸物件の維持、保全に注力して、引き続き安定した利益の確保に努めてまいります。

(2) 対処すべき課題
①モーダルシフトの推進

当社グループは、持続可能な社会の実現に向けた取り組みの一環として、環境負荷の低
減および物流の効率化を目的に、モーダルシフトの推進を重要な経営戦略と捉えておりま
す。近年、深刻化するドライバー不足問題に代表される労働時間規制への対応や、温室効
果ガス（GHG）排出削減に関する社会的要請の高まりを背景に、トラック輸送から船舶
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等のより環境負荷の少ない輸送手段への転換は喫緊の課題となっております。当社グルー
プでは、各顧客のニーズに応じた最適な輸送手段の提案・導入を進めており、今後も、持
続可能な物流体制の構築と企業価値の向上に向け、業務改革に積極的に取り組んでまいり
ます。

②安全対策の強化
当社グループは、船舶の安全運航を企業活動の根幹と位置づけており、乗組員の生命・

財産を守ることを最優先課題として認識し、より一層の安全対策の強化を重要課題と捉え
ております。これを踏まえ、船舶安全管理室が中心となり、運輸安全マネジメント制度や
船種別システムを活用した統括的安全管理や、船員および関係職員への助言・指導教育等
を行うことで、安全管理体制の強化と安全運航意識の周知徹底に努めております。また、
乗組員に対する定期的な安全教育・訓練を実施し、緊急時対応力の向上を図っておりま
す。今後も「安全はすべてに優先する」という意識の徹底を図り、グループ全体で安全文
化の醸成に努め、信頼性の高い輸送サービスの提供を継続してまいります。

③効率的な運航形態の追求
当社グループは、安定的かつ効率的な船舶運航体制の確立を収益力の向上および競争力

の強化に向けた重要な課題と認識しております。人口減少やドライバー不足といった社会
的課題に対応し、且つ、輸送需要の多様化・変動に柔軟に対応するためには、船舶運航の
効率性向上とサービス品質の両立が求められるため、当社グループでは、適正な配船計画
を行い、より効率的な運航形態を追求することで、さらなる運航体制の強化を進めてまい
ります。

④人材の確保
一般に船員の不足や高齢化が叫ばれておりますが、当社の船員は平均年齢40歳未満で

あり、近年は大学卒・高専卒の新卒船員も増えてまいりました。今後も優秀な船員の確保
のため、船舶安全運航の技術伝承を更にマニュアル化、重複乗船期間の設定や産業医制度
によるメンタルヘルス他の管理強化、船員の働き方改革を推進するため、乗船期間の短縮
化にも取り組み、STCW条約に基づく訓練も計画的に実施いたします。国民保護法に指定
される船社としての自覚を引き続き指導してまいります。
また、陸上職員（現業・事務職）につきましては、ジェネラリスト育成のための研修体

系の構築と実施、各種人事制度の見直し、従業員満足度調査を踏まえた客観的なデータに
基づいた人事施策の推進を行っております。社員のスキル向上とキャリア形成を支援する
教育制度の導入により、従業員エンゲージメントの強化を図っております。社員が高いモ
チベーションを持って日々の業務を行うことで、多様な人材が個性と能力を発揮できるよ
う、今後も人的資本に対する戦略的な投資を継続し、末永く顧客とともに社会に貢献でき
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る人材開発を目指します。
⑤内部統制の強化

グループ各社のリスクマネジメントを確立し、業務および財務などにおける全社的な内
部統制を行い、適宜見直すことで、財務報告の信頼性を確保しております。さらに、近年
のサイバーセキュリティリスクや情報管理リスクの高まりを受け、IT統制の強化や情報セ
キュリティ管理体制の整備にも注力してまいります。

⑥金利の変動
当社グループは、設備投資や運転資金等に係る資金調達は主に金融機関からの借入によ

り賄っており、今後の景気動向および金利動向は当社グループの財務状況に影響を及ぼす
可能性があります。特に、将来的な金利の上昇が当社の業績およびキャッシュ・フローに
大きな影響を与えないよう、金利の固定化や資金調達の多様化を図ることで安定した財務
基盤の維持に努めてまいります。

⑦サステナビリティ経営
当社グループは、持続可能な社会の実現と中長期的な企業価値の向上の両立を可能とす

るサステナビリティ経営を目指しております。サステナビリティ委員会を設置し、当社グ
ループの環境等、サステナビリティ課題の適切な把握・解決方法の策定を行っております。

(3) 設備投資等の状況
当社グループでは基軸となっている海運事業を中心として展開しており、当連結会計年度

において全体で1,719,946千円の設備投資を実施しました。
海運事業におきましては、運搬具を中心として1,500,701千円の設備投資を実施しまし

た。
ホテル事業におきましては、設備の修繕等の更新を中心として86,586千円の設備投資を

実施しました。
不動産事業におきましては、設備の修繕等の更新を中心として34,103千円の設備投資を

実施しました。
その他事業におきましては、機械装置を中心として98,555千円の設備投資を実施しまし

た。
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(4) 資金調達の状況
当連結会計年度における設備投資に要した資金は、借入金および自己資金により賄いまし
た。

(5) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
特記すべき事項はありません。

(6) 他の会社の事業の譲受けの状況
特記すべき事項はありません。

(7) 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
特記すべき事項はありません。

(8) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
特記すべき事項はありません。

(9) 企業集団の財産および損益の状況の推移
期 別

項 目
第149期

(自 令和３年４月１日
至 令和４年３月31日)

第150期
(自 令和４年４月１日
至 令和５年３月31日)

第151期
(自 令和５年４月１日
至 令和６年３月31日)

第152期(当連結会計年度)
(自 令和６年４月１日
至 令和７年３月31日)

(百万円)
売 上 高 45,255 49,854 48,885 53,071

(百万円)
経 常 利 益 630 2,431 2,061 3,302

(百万円)
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

90 1,835 1,673 2,013

(円)
１株当たり当期純利益 7.17 144.33 131.88 159.83

(百万円)
総 資 産 69,431 70,742 77,932 80,273

(百万円)
純 資 産 23,055 24,543 29,796 33,716

（注）1. 売上高、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益、総資産、純資産の金額は百万円未満を切捨て
て表示しております。

2. 第152期（当連結会計年度）の状況につきましては、前記「(1)事業の経過およびその成果」に記載の
とおりであります。

2025年05月26日 15時46分 $FOLDER; 19ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



事業報告

― 19 ―

(10) 重要な親会社および子会社の状況
①親会社との関係
該当事項はありません。

②重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 出資比率 主要な事業内容

百万円 ％
青 函 フ ェ リ ー 株 式 会 社 76 99.7 ( ―) 海 運 事 業
共 栄 陸 運 株 式 会 社 20 100.0 (100.0) 〃

三 陸 運 輸 株 式 会 社 93 84.8 ( ―) 〃

三 陸 輸 送 株 式 会 社 21 100.0 (100.0) 〃

栗 林 物 流 シ ス テ ム 株 式 会 社 84 100.0 ( ―) 〃

大 和 運 輸 株 式 会 社 80 66.9 ( 36.3) 〃

栗 林 運 輸 株 式 会 社 156 74.0 ( 0.2) 〃

八 千 代 運 輸 株 式 会 社 50 100.0 (100.0) 〃

株 式 会 社 ケ イ セ ブ ン 97 51.3 ( ―) 〃

栗 林 マ リ タ イ ム 株 式 会 社 10 100.0 ( ―) 〃

株 式 会 社 登 別 グ ラ ン ド ホ テ ル 100 90.3 ( 6.2) ホ テ ル 事 業

株 式 会 社 セ ブ ン 70 100.0 ( ―) 不 動 産 事 業

北 千 生 氣 株 式 会 社 30 100.0 ( ―) 青 果 卸 事 業
（注）1. 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

2. 出資比率欄の（ ）内は当社の子会社が所有する出資比率を内数で示しております。
3. 特定完全子会社に該当する子会社はありません。

(11) 主要な事業（令和７年３月31日現在）
当社グループは、海運事業を主な事業としており、併せてホテル事業、不動産事業、青果

卸事業を営んでおります。
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(12) 主要拠点等（令和７年３月31日現在）
当社本社 東京都千代田区
国内事業拠点 当社釧路支社（北海道釧路市）、当社苫小牧支社（北海道苫小牧市）、当社室

蘭支店（北海道室蘭市）、当社仙台営業所（宮城県仙台市）、栗林運輸株式会
社（東京都港区）、三陸運輸株式会社（宮城県仙台市）、大和運輸株式会社
（大阪府大阪市）、青函フェリー株式会社（北海道函館市）、栗林物流システ
ム株式会社（東京都千代田区）、株式会社登別グランドホテル（北海道登別
市）、北千生氣株式会社（北海道中富良野町）

(13) 企業集団の従業員の状況（令和７年３月31日現在）
区 分 従 業 員 数 前期末比増減 備 考

現 業 従 業 員 582名 7名
事 務 従 業 員 525名 △9名

計 1,107名 △2名
（注）上記現業従業員の従業員数には、16名の契約社員が含まれ、事務従業員の従業員数には、13名の契約社

員およびパートが含まれております。

(14) 主要な借入先（令和７年３月31日現在）
借 入 先 借 入 金 残 高

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 3,170 百万円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 2,039
株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 1,587
株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 1,486
株 式 会 社 北 洋 銀 行 1,318
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,240
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,114

（注）百万円未満は切捨てて表示しております。
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2. 会社の株式に関する事項
(1) 株式の状況

発 行 済 株 式 の 総 数 12,470,245株
(自己株式269,451株を除く)

資 本 金 1,215,035,325円

株 主 数 2,666名
(対前期末比△253名 )

単 元 株 式 数 100株

(2) 大株主の状況
株 主 名 持 株 数 持株比率

栗 林 株 式 会 社 1,150千株 9.22％

三 井 住 友 海 上 火 災 保 険 株 式 会 社 1,063 8.52
王 子 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 829 6.65
日 本 製 紙 株 式 会 社 829 6.65
株 式 会 社 日 本 製 鋼 所 819 6.57
栗 林 總 子 803 6.44
栗 林 英 雄 585 4.69
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 562 4.51
東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 552 4.43
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 443 3.56
(注) 千株未満は切捨てて表示しております。

持株比率は、自己株式（269,451株）を控除して計算しております。
(3) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。

区 分 株 式 数 交付対象数
取 締 役 （社 外 取 締 役 を 除 く） 20,960 株 7 名
社 外 取 締 役 2,080 株 2 名
社 外 監 査 役 3,870 株 3 名

(注) 上記株式は当社の譲渡制限付株式報酬として交付されたものです。

(4) その他株式に関する重要な事項
特記事項はありません。
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3. 会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

4. 会社役員に関する事項
(1) 取締役および監査役の氏名等
会社における地位 氏 名 担当および重要な兼職の状況
代表取締役社長 栗 林 宏 吉

専 務 取 締 役 楠 肇 社長補佐兼営業本部長
専 務 取 締 役 小 栁 圭 治 経営管理本部管掌
専 務 取 締 役 稲 田 博 久 船舶本部長
常 務 取 締 役 栗 林 広 行 経営管理本部長
取 締 役 松 井 伸 二 経営管理本部副本部長
取 締 役 栗 林 良 行 営業本部副本部長兼第二営業部長
取 締 役 北 村 正 一
取 締 役 太 田 佳 明
監 査 役(常勤) 横 川 憲 人

監 査 役 廣 渡 鉄 弁護士 廣渡法律事務所所長、(株)パイオラックス 取締役監査
等委員（社外）

監 査 役 和 田 芳 幸
公認会計士 和田会計事務所代表、(株)キャリアデザインセンタ
ー 社外取締役（非常勤）、(株)ゼロ 社外取締役（非常勤）、(株)
フォーバルテレコム 社外取締役（非常勤）、(株)ＫＩＣ 代表取
締役

（注）1. 取締役北村正一氏および太田佳明氏は社外取締役であります。なお、当社は両氏を東京証券取引所に
独立役員として届け出ております。

2. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、
株主や第三者等から損害賠償請求を提訴された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償
金・争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしております。保険料は特約部分も含め会
社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該保険契約の被保険者は子会
社を含めた全取締役および監査役であります。

3. 当社と北村正一氏および太田佳明氏との間では、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条
第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定が認められるのは、両氏が責
任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限るものとします。

4. 監査役横川憲人氏、廣渡 鉄氏および和田芳幸氏は社外監査役であります。
5. 監査役廣渡 鉄氏は弁護士として企業法務に精通しており、財務および会計に関する相当程度の知見

を有しており、また、弁護士として高い見識とコーポレート・ガバナンスに関する知見を有するととも
に、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有するものであります。
監査役和田芳幸氏は、長年に亘り当社の会計監査人として監査を行い、また、現在は和田会計事務所
の代表として、様々な会社の会計監査を行い、公認会計士として高い見識とコーポレート・ガバナンス
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に関する知見を有するものであります。
なお、横川憲人氏、廣渡 鉄氏および和田芳幸氏は東京証券取引所に対し、独立役員として届け出てお
ります。

(2) 事業年度中に退任した監査役
氏 名 退 任 日 退任事由 退任時の地位・担当および重要な兼職の状況

坂上 隆 令和6年6月27日 辞任 常勤監査役

(3) 取締役および監査役の報酬等の額
①当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の額

役員区分 報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数

(人)基本報酬 業績連動型
報酬

非金銭報酬
等 特別功労金

取締役
(うち社外取締役)

181,886
(14,933)

121,284
(13,050)

39,920
(−)

20,682
(1,883)

−
(−)

9
(2)

監査役
(うち社外監査役)

28,848
(28,848)

25,110
(25,110)

−
(−)

3,606
(3,606)

132
(132)

4
(4)

（注）1.上記には令和6年6月27日開催の第151回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含んでお
ります。

（注）2.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(1)取締役の個人別の報酬等の内容に係る基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利

益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを
基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、年度毎に業
績目標を達成した場合に支給される業績連動型報酬および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締
役は基本報酬と株式報酬のみとしております。なお、当社の基本方針は取締役会を経て決定しております。
(2)基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件決定に関する方針）
当社の取締役と監査役の基本報酬は固定報酬とし、令和4年6月29日開催の第149回定時株主総会（取締

役７名・社外取締役2名・監査役3名）において、取締役の報酬額を年額4億円以内（うち社外取締役分は年
額3千万円以内、ただし使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）、また監査役の報酬額を年額5千万円
以内と決議されており役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮し
ながら、総合的に勘案して株主総会後の取締役会と監査役会で決定するものとしております。
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(3)業績連動型報酬の内容および算定方法の決定に関する方針
当社の業績連動型報酬は、業務執行取締役の短期インセンティブを附与するための目的で支給するものと

しており、各目標項目を業績指標として選定した理由は、中期経営計画の目標と当社グループの企業価値向
上、並びにモチベーションの向上を図るインセンティブとして明確な指標となると判断しているからであり
ます。支払方式は年度について一回支給する方式により、取締役会の諮問に基づき、ガバナンス委員会が答
申し、取締役会が決定した当該年度の業績達成目標項目（連結・単体決算経常利益／連結・単体決算償却前
営業利益／連結決算ＲＯＥ）の数値（業績連動型取締役報酬額の引当前の数値）の一部又は全部を達成した
ことを条件としております。目標達成した場合の支給対象者は、当社の業務執行取締役とし、支給額は各取
締役毎に０.５〜２.０の係数を算定して決定することとしております。
当該年度の業績達成目標項目と実績値および達成率に関しましては、以下のとおりとなります。
目 標 項 目 達成基準 実績値 達成率 役 職 支給係数

連結決算経常利益 20億円 33億円 163% 取締役社長 2.0
単体決算経常利益 8億円 15億円 184% 専務取締役 0.8
連結償却前営業利益 52億円 62億円 118% 常務取締役 0.7
単体償却前営業利益 11億円 16億円 141% 取締役 0.5
連結決算ＲＯＥ 4.5% 6.8%

（注）当社は当該年度の業績達成目標項目の「連結決算ＲＯＥ」に関し、算出方法を「当期利益÷期末株主資
本」にて計算しております。

(4)非金銭報酬等の内容および算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬は、譲渡制限付株式とし、令和元年6月27日開催の第146回定時株主総会（取締役９名・社外

取締役１名・監査役２名）において譲渡制限付株式の割当てを決議しており、取締役に対し、当社の企業価
値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的と
して、一定の譲渡制限期間および当社による無償取得事由等の定めに服する譲渡制限付株式を割当てること
としております。譲渡制限付株式報酬は、取締役については年額5,000万円以内（うち社外取締役は1,000
万円以内）と報酬の範囲内と定めており、その割当ては、当社における対象役員の貢献度等諸般の事項を総
合的に勘案して決定しており、株主総会翌月の取締役会で承認後与えることを定めております。
(5)金銭報酬の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企

業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど報酬が高まる構成とし、ガバナンス委員会にお
いて検討を行っております。取締役会はガバナンス委員会の答申内容に従い、当該答申で示された種類別の
報酬割合の範囲内で取締役個人別の報酬等の内容を決定することとしております。報酬等の種類ごとの比率
の目安は、基本報酬：業績連動型報酬：非金銭報酬等＝７：２：１としております。
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(6)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会の決議による委任に基づいて、代表取締役社長栗林宏吉が委任を受

けるものとしており、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた評価配分として
おります。権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表
取締役社長が最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使
されるよう、ガバナンス委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長
は、当該答申の内容に従って決定しなければならないこととしております。また、取締役の業績連動型報酬
の個人別の金額と株式報酬の個人の割当て数についても同じくガバナンス委員会の答申を踏まえ、取締役会
で取締役個人別の割当株式数と併せて決議することとしております。なお、以上の過程により個人別の報酬
等の内容を決定しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
(7)退任役員に対する特別功労金の支払い方針
在任中の功績が著しい役員には、退職慰労金のほかに、特別功労金を支給することが規程に定めてありま

す。特別功労金は、ガバナンス委員会の答申結果に従い、取締役会で決定します。算定方法は、役員の勤続
年数、貢献度を加味して、取締役は、退職慰労金支給額の30％を上限としております。監査役に関しては、
退職慰労金支給額の10％を上限としております。なお、退職慰労金打切り支給の対象者は令和７年３月31
日現在５名であります。
(8)上記の他に、使用人兼務取締役の使用人給与相当額19,848千円があります。
(9)取締役および監査役の報酬等の総額には、当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬の費用計上額を含んで
おります。

②当事業年度において取締役および監査役が受けた退職慰労金の額
監査役１名 1,328千円

（注）当社は、令和元年6月27日開催の第146回定時株主総会終結の時をもって取締役および監査役
の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役および監査役に対
しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を、当社の規程に従
い退任時に打切り支給することを承認いただいております。

(4) 社外役員に関する事項
取締役 北村 正一
事業年度における活動状況および期待される役割に関して行った職務の概要
当事業年度において開催された取締役会17回のうち16回に出席し、船舶技術分野での豊

富な知識、経験等から、当社の経営に関し、適宜発言等を行っております。
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取締役 太田 佳明
事業年度における活動状況および期待される役割に関して行った職務の概要
当事業年度において開催された取締役会17回のうち16回に出席し、金融分野での豊富な

知識、経験等から、当社の経営に関し、適宜発言等を行っております。

監査役 横川 憲人
事業年度における活動状況
当事業年度において監査役就任後に開催された取締役会13回の全て、監査役会15回の全

てに出席し、企業経営・企業会計分野での豊富な知識、経験等から、当社の経営に関し、適
宜発言等を行っております。

監査役 廣渡 鉄
①重要な兼職先と当社との関係
監査役廣渡 鉄氏は、廣渡法律事務所の所長、(株)パイオラックスの取締役監査等委員

（社外）を兼務しております。なお、当社と廣渡法律事務所、(株)パイオラックスとの間に
は特別の利害関係はありません。
②事業年度における活動状況
当事業年度において開催された取締役会17回のうち16回、監査役会21回の全てに出席

し、弁護士としての高い見識とコーポレート・ガバナンスに関する知見等から、当社の経営
に関し、適宜発言等を行っております。

監査役 和田 芳幸
①重要な兼職先と当社との関係
監査役和田 芳幸氏は、和田会計事務所の代表、（株）ＫＩＣの代表取締役、(株)キャリ

アデザインセンター、(株)ゼロおよび(株)フォーバルテレコムの社外取締役（非常勤）を兼
務しております。また、当社と和田会計事務所、(株)ＫＩＣ、(株)キャリアデザインセンタ
ーおよび(株)フォーバルテレコムとの間には特別の利害関係はありません。また、(株)ゼロ
とは当社子会社の栗林運輸(株)の車両輸送事業において取引関係にありますが、当社と(株)
ゼロとの間に社外役員の独立性に及ぼす事項は無く、同氏が独立役員として適任であると判
断しております。
②事業年度における活動状況
当事業年度において開催された取締役会17回の全て、監査役会21回のうち20回に出席

し、公認会計士として企業経営・企業会計分野での豊富な知識、経験等から、当社の経営に
関し、適宜発言等を行っております。

(注) 書面決議による取締役会の回数は除いております。
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5. 会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
当社および当社の子会社が会計監査人に支払うべき報酬等の額は以下のとおりでありま

す。
支 払 額

公認会計士法第２条第１項の監査証明業務の対価として当社が会計監査人に支払うべき
報酬等の額 43,946千円

当社および当社の子会社が会計監査人に支払うべき報酬等の合計額 43,946千円
（注）1. 当社監査役会は、過年度の監査計画と実績の状況を確認するとともに、監査時間および監査報酬の推

移を確認し、当該事業年度の監査時間および報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報
酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行いました。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の
額にはこれらの合計額を記載しております。

3. 会計監査人の報酬等の額につきましては、上記以外に前事業年度に係る追加報酬の額が、858千円あり
ます。

(3) 非監査業務の内容
該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ

る場合は、監査役全員の同意によって会計監査人を解任いたします。また、会計監査人が職
務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その他必要と判断される場合には、株主
総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
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6. 業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
当社は、取締役会において、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保す

るための体制およびその他当社の業務並びに当社およびグループ会社から成る企業集団の業務
の適正を確保するために、以下のとおり内部統制構築の基本方針を定め、これに基づいて内部
統制システムおよびリスク管理体制の整備を行っております。
(1) 業務の適正を確保するための体制
①取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
1)当社は、法令遵守を最重要課題と位置づけており、コンプライアンスマニュアルを作成
し、法令等遵守方針、企業倫理方針を定め取締役に周知しております。

2)コンプライアンスマニュアルに、コンプライアンス委員会の組織を明示し、取締役の法
令遵守のための体制構築を図っております。

3)法令等遵守体制の有効性について内部監査部門によるチェックを実施し、内部統制シス
テムの構築に努めております。

②取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る文書等については、文書管理規程により、適正な保存および管

理を行っております。
③損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)当社の業務執行に係るリスクについては、リスクマネジメント委員会がその体制の確
立、浸透、定着を図るとともに、コンプライアンスの推進は、コンプライアンス委員会
を設置し、また、内部監査部門により、リスクマネジメントに係る監査が実施されてお
り、リスク管理に必要な体制を整えております。

2)安全および環境保護の方針に人命と船舶の安全、海洋環境および財産の保全を基本方針
とすることを明示しております。

3)船舶安全管理規程に安全管理の組織が明示され、不測の事態には運航基準、事故処理基
準等により適切に対応する体制となっているとともに、再発防止等の対策をとることを
明示しております。

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)取締役は取締役会規程および取締役会細則に定める職務権限および決議事項に従い、適
切かつ効率的に職務の執行が行われる体制となっております。

2)取締役会は、法令および定款・社内規程で定められた事項並びに経営上の重要事項につ
いて、毎月１回定期開催される取締役会、必要に応じて開催される臨時取締役会で決議
しております。

3)当社および当社グループでは、令和４年度から令和６年度を対象とした中期経営計画を
策定し、課題・目標を明確化するとともに、年度ごとにそれに基づく業績管理を行う体
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制となっております。
4)当社グループ全体の持続的な成長を実現するため、グループ経営会議を年２回開催し、
事業分野ごとの業績に関する重要な事項について審議を行う体制となっております。

⑤使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
1)コンプライアンスマニュアルに法令遵守方針、企業倫理方針を明示し、社内イントラネ
ットに掲示し従業員に周知しております。

2)コンプライアンスマニュアルに従業員の法令・規定違反等の報告体制として、内部通報
相談窓口の設置を明示し、内部通報規程による内部通報制度を構築しております。

3)従業員の法令違反等が明らかになった場合は、コンプライアンス委員会が違法行為等を
是正するための措置を講じるとともに、取締役会へ報告し必要があれば懲罰等の措置を
とる体制となっております。

⑥当社およびグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1)グループ会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
関係会社管理規程にグループ各社の経営状況、経営計画、営業上重要な事項等当社へ報
告すべき事項を明示しております。

2)グループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ)当社グループの業務執行に係るリスクについては、各社においてリスクマネジメン
ト委員会があり、リスクの検討結果をリスクマネジメント委員会に報告することを義
務付けております。
また、各社にコンプライアンス委員会があり、必要があれば当社の同委員会へ報告す
る体制となっております。

ロ)内部監査規程にグループ各社のリスク管理の有効性について、当社の内部監査部門
による定期的な内部監査によりモニタリングを実施することが明示されております。

3)グループ会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ)当社グループ各社は、社内規程において明確にした職務分掌、職務権限に基づいて
業務を行う体制としており、取締役等は職務の重要度に応じて規程に明示されている
決裁基準に従って職務を執行する体制となっております。

ロ)当社グループ各社は、令和４年度から令和６年度を対象とした中期経営計画を策定
し、課題・目標を明確化するとともに、年度ごとにそれに基づく業績管理を行う体制
となっております。

4)グループ会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを
確保するための体制
イ)当社作成のコンプライアンスマニュアルをグループ各社に配布し、取締役並びに従
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業員に法令遵守方針および企業倫理方針を周知しております。
ロ)内部通報規程により、当社グループ共通の内部通報制度を構築しております。
ハ)内部監査規程に、当社の内部監査部門がグループ会社の内部監査を定期的に実施す
ることが明示されております。

⑦監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す
る事項
1)内部監査規程に監査役は内部監査部門に必要な調査等を指示できる体制となっておりま
す。

2)監査役は必要に応じ内部監査部門が実施する内部監査の報告を求めることができる体制
となっております。

⑧監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に
対する指示の実効性の確保に関する事項
1)内部監査部門の組織変更および従業員の選任に関しては監査役の同意が必要であること
が内部監査規程に明示しております。

2)内部監査部門が監査役の指示による調査等を行う場合は、定期的な内部監査によらず随
時実施する体制となっております。

⑨当社の取締役等および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関
する体制
1)監査役は必要に応じて、会計監査人、取締役、内部監査部門の従業員その他の者から報
告を受けることができることが監査役会規程に明示されております。

2)監査役会は法令に定める事項のほか、取締役が監査役会に報告すべき事項を取締役と協
議して定め、その報告を受ける体制となっております。

3)監査役は代表取締役と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題等について意見交換
を行うよう努めております。

⑩子会社の取締役等および使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をする
ための体制
1)関係会社管理規程に監査役はグループ会社から必要な報告を求め、更に必要と認めた場
合は業務および財産の調査をすることが明示されております。

2)当社およびグループ会社共通の内部通報規程が整備され、内部通報があった場合には必
要があれば監査役が出席するコンプライアンス委員会で対処することが明示されており
ます。

⑪監査役へ報告した者が当該報告をしたことにより不利な扱いを受けないことを確保するた
めの体制
内部通報はコンプライアンス委員会へ報告され通報した者に不利益な扱いをしてはなら
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ないことが明示されており、監査役への報告についても同様な取扱いをする体制となって
おります。

⑫監査役の職務の執行の費用の支払いの方針その他監査役の監査が実効的に行われることを
確保するための体制
1)グループ各社共通の監査役監査規程に職務執行のため必要と認める費用を会社に請求す
ることができることが明示されており、当社においてもこれを準用することとします。

2)監査役は取締役会、ガバナンス委員会(独立社外役員として)、経営会議、リスクマネジ
メント委員会、コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席するとともに、議事録、
稟議書等業務執行に関する重要な文書を閲覧し必要に応じて取締役、内部監査部門の従
業員からの報告を受け連携できる体制となっております。

⑬財務報告の信頼性を確保するための体制
1)適正な会計処理を確保し財務報告の信頼性を向上させるため、財務報告に係る内部統制
の基本方針に基づき、企業基盤強化の一環と位置づけ、整備および運用を適切に行う体
制となっております。

2)財務報告に係る内部統制の有効性評価のため、内部監査部門による内部監査を定期的に
実施し、必要があれば是正、改善の対策を実施する体制となっております。

⑭反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況
反社会的勢力排除のための体制
1)コンプライアンスマニュアルに、反社会的勢力への対抗を明示し当社およびグループ各
社の取締役並びに従業員に周知し、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力
および団体に対して会社組織として一切の関係を遮断する体制としております。

2)警察当局、関係団体等と十分に連携し、反社会的勢力および団体に関する情報を収集す
るとともに組織的な対応が可能となるような体制となっております。

⑮当社グループの環境（気候変動含む）等のサステナビリティに関わる課題を検討するため
の体制
サステナビリティ委員会を設置し、当社グループの環境等、サステナビリティ課題の適

切な把握・解決方法の策定を推進する体制となっております。
(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況

当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下の
とおりです。

①内部統制システム
当社では代表取締役社長を委員長とするリスクマネジメント委員会が設置され、定期的

に委員会が開催されております。リスクマネジメント委員会では、リスク対応方針の検討
の他、リスクの識別・分析と評価を実施し、取締役会へ報告されております。コンプライ
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アンス委員会は定期的に開催され、必要な対処・処分を実施しております。
また、社長を委員長とし常勤役員で構成され定期的に開催される内部統制委員会では、

内部監査部門からの報告および法令・社内規程等の遵守状況が審議され、必要な対応が取
られ、取締役会へ報告されております。

②取締役の職務執行
1)当社は取締役会規程に基づき、毎月一回の取締役会が開催され、法令、定款又は社内規
程に定められた事項および経営上重要な事項の決議を行っております。取締役会には、
社外取締役および社外監査役も出席し、職務執行状況の監督をしております。

2)取締役会の実効性については、アンケートを中心に自己評価を実施し、取締役会で審議
され、さらなる実効性向上に向けた取り組みを決定しております。

③内部監査
当社では、内部監査規程に基づき内部監査部門が設置されております。内部監査部門は

内部統制委員会で承認された、年度の監査計画に基づいて会計監査人および監査役と連携
して当社およびグループ会社の内部監査を実施しております。内部監査の結果、識別され
た課題は都度社長へ報告されております。また、取締役会には内部統制委員会により内部
監査の結果が報告されるとともに、監査役会へも報告され、内部監査の実効性を確保して
おります。

④当社グループ会社の管理
連結子会社の月次の経営概況、中長期の経営計画等は関係会社管理規程に基づき当社担

当部門に報告されております。
また、当社内部監査部門はグループ会社の内部監査部門と連携して定期的に内部監査を

実施し、監査結果は、当社関係者の他、当該子会社の担当部門長へ報告されております。
⑤監査役の職務執行および監査の実効性の確保
1)監査役は監査役会規程に基づく取締役会への出席の他、ガバナンス委員会(独立社外役
員として)、経営会議、リスクマネジメント委員会および内部統制委員会の他、当社の
重要な会議に出席し、必要があれば意見を述べております。

2)監査役監査については、当社内部監査部門および外部監査人と連携し、当社およびグル
ープ会社の監査を実施するとともに、グループ会社監査役との意見交換等が行われてお
ります。

3)監査役会の事務局として、監査役室が設置されております。
4)職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制につきましては、文書管理規程に
より、適正な保存および管理を行っております。

⑥サステナビリティ委員会
同委員会はすべての常勤取締役および常勤監査役を含むメンバーで構成されており、必

2025年05月26日 15時46分 $FOLDER; 33ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



事業報告

― 33 ―

要に応じて監査役会、リスクマネジメント委員会およびガバナンス委員会等と協議を実施
し、サステナビリティ課題の適切な把握・解決方針の策定を行っております。
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連 結 貸 借 対 照 表
(令和７年３月31日現在)

(単位：千円)
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 23,429,729 流 動 負 債 15,598,500

現 金 及 び 預 金 13,830,427 支払手形及び買掛金 6,640,641
受取手形、売掛金及び契約資産 7,935,288 短 期 借 入 金 1,480,000
有 価 証 券 155,412 １年以内返済予定長期借入金 2,586,077
商 品 及 び 製 品 62,354 １年以内支払予定長期未払金 1,169,871
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 338,838 １年以内償還予定社債 400,000
仕 掛 品 3,501 リ ー ス 債 務 188,568
未 収 入 金 159,713 未 払 法 人 税 等 816,718
そ の 他 流 動 資 産 945,309 賞 与 引 当 金 497,495
貸 倒 引 当 金 △1,116 そ の 他 流 動 負 債 1,819,128

固 定 資 産 56,843,345 固 定 負 債 30,958,114
有形固定資産 35,481,989 長 期 借 入 金 10,980,354

船 舶 17,452,893 長 期 未 払 金 11,575,631
建 物 及 び 構 築 物 5,466,668 リ ー ス 債 務 511,996
機械装置及び運搬具 1,231,148 繰 延 税 金 負 債 4,362,487
土 地 10,161,582 役員退職慰労引当金 484,907
リ ー ス 資 産 620,953 退職給付に係る負債 2,773,205
建 設 仮 勘 定 5,562 負 の の れ ん 3,208
その他有形固定資産 543,180 そ の 他 固 定 負 債 266,323

無形固定資産 1,205,305 負 債 合 計 46,556,615
借 地 権 1,028,388 純 資 産 の 部
ソ フ ト ウ エ ア 109,455 株 主 資 本 21,147,384
の れ ん 32,009 資 本 金 1,215,035
その他無形固定資産 35,452 資 本 剰 余 金 1,285,644

投資その他の資産 20,156,050 利 益 剰 余 金 18,881,970
投 資 有 価 証 券 18,893,177 自 己 株 式 △235,266
長 期 貸 付 金 1,367 その他の包括利益累計額 8,845,026
繰 延 税 金 資 産 360,581 その他有価証券評価差額金 8,845,026
保 険 積 立 金 519,122 非支配株主持分 3,724,505
そ の 他 投 資 415,513
貸 倒 引 当 金 △33,711

繰 延 資 産 457
社 債 発 行 費 457 純 資 産 合 計 33,716,917

資 産 合 計 80,273,532 負債及び純資産合計 80,273,532
（注）記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
(自 令和６年４月１日) (単位：千円)至 令和７年３月31日

科 目 金 額
売 上 高 53,071,602
売 上 原 価 41,961,724
売 上 総 利 益 11,109,877
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 8,404,008
営 業 利 益 2,705,868
営 業 外 収 益

受 取 利 息 8,687
受 取 配 当 金 525,323
助 成 金 収 入 49,054
負 の の れ ん 償 却 額 35,906
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 28,540
受 取 保 険 金 38,497
そ の 他 営 業 外 収 益 230,673 916,683

営 業 外 費 用
支 払 利 息 295,519
そ の 他 営 業 外 費 用 24,040 319,560

経 常 利 益 3,302,991
特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 6,687
固 定 資 産 処 分 益 40,631
保 険 解 約 返 戻 金 1,826
そ の 他 特 別 利 益 4,069 53,214

特 別 損 失
減 損 損 失 562
固 定 資 産 処 分 損 9,986
投 資 有 価 証 券 評 価 損 925
そ の 他 特 別 損 失 79 11,554

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 3,344,651
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,104,343
法 人 税 等 調 整 額 △94,938
当 期 純 利 益 2,335,246
非支配株主に帰属する当期純利益 321,573
親会社株主に帰属する当期純利益 2,013,672

（注）記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
(自 令和６年４月１日) (単位：千円)至 令和７年３月31日

株 主 資 本
資 本 金 資本剰余金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

令 和 ６ 年 4 月 1 日 残 高 1,215,035 1,281,078 17,020,378 △44,994 19,471,497
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △152,080 △152,080
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 2,013,672 2,013,672
自 己 株 式 の 取 得 △209,924 △209,924
自 己 株 式 の 処 分 4,566 19,652 24,219
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額)

連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 合 計 − 4,566 1,861,592 △190,271 1,675,887
令和７年 3月 31 日残高 1,215,035 1,285,644 18,881,970 △235,266 21,147,384

(単位：千円)
その他の包括利益累計額

非 支 配
株 主 持 分 純 資 産 合 計そ の 他

有 価 証 券
評 価 差 額 金

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

令 和 ６ 年 4 月 1 日 残 高 6,969,266 6,969,266 3,355,752 29,796,516
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △152,080
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 2,013,672
自 己 株 式 の 取 得 △209,924
自 己 株 式 の 処 分 24,219
株主資本以外の項目の
連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 （純 額)

1,875,760 1,875,760 368,753 2,244,513

連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 合 計 1,875,760 1,875,760 368,753 3,920,400
令和７年 3月 31 日残高 8,845,026 8,845,026 3,724,505 33,716,917

（注）記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
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連結注記表
1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
(1) 連結の範囲に関する事項
①連結子会社の状況
連結子会社の数 13社
主要な連結子会社の名称 栗林運輸株式会社

三陸運輸株式会社
栗林物流システム株式会社
青函フェリー株式会社
株式会社登別グランドホテル

②主要な非連結子会社の状況
非連結子会社の数 6社
主要な非連結子会社の名称 東亜運輸株式会社
連結の範囲から除いた理由 非連結子会社はいずれも小規模であり合計の総資産、売上

高、当期純損益 (持分に見合う額）および利益剰余金 (持
分に見合う額）等はいずれも連結計算書類に重要な影響を
およぼしていないためであります。

(2) 持分法の適用に関する事項
①持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の状況
持分法を適用した非連結子会社の数 −社
持分法適用関連会社の数 １社

函館ポートサービス株式会社
②持分法を適用していない非連結子会社又は関連会社の状況
持分法を適用していない非連結子会社の数 6社
持分法を適用していない関連会社の数 −社
主要な会社等の名称 東亜運輸株式会社
持分法を適用していない理由 各社の当期純損益（持分に見合う額) および利益剰余金

（持分に見合う額) 等からみて持分法の対象から除いても
連結計算書類におよぼす影響が軽微であり、かつ、全体と
しても重要性がないため持分法の適用範囲から除外してお
ります。

2025年05月26日 15時46分 $FOLDER; 38ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



連結計算書類

― 38 ―

2. 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準および評価方法
①有価証券
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの 決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 主に移動平均法による原価法
投資事業組合への出資については、組合契約に規定され
る決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎と
し、当社の持分相当損益を営業外損益に計上し、投資有
価証券に加減しております。

②棚卸資産
先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却方法
①有形固定資産（リース資産を除く）

船 舶 主として定額法を採用しております。
そ の 他 主として定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降取得した建物（建物附属設備を除く）
ならびに平成28年４月１日以降取得した建物附属設備および構築物、
ホテル業を営む連結子会社の有形固定資産については定額法を採用して
おります。

②無形固定資産（リース資産を除く）
自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５
年）に基づく定額法を採用しております。

③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期
間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 重要な繰延資産の処理方法
社債発行費 社債償還期間にわたり定額法を採用しております。
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(4) 重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸
念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上してお
ります。

②賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しておりま

す。
③役員退職慰労引当金

連結子会社のうち一部は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく連結会
計年度末要支給額を計上しております。
また、当社は役員の退職慰労金の支出に備えるため、令和元年６月27日開催の第146

回定時株主総会で決議された役員退職慰労金の打ち切り支給額のうち、将来の支給見込額
を計上しております。

(5) 退職給付に係る会計処理の方法
当社および連結子会社は、退職給付に係る負債および退職給付費用の計算に、退職給付

に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しておりま
す。

(6) のれんの償却方法および償却期間
のれんは、20年間の定額法により償却しております。なお、平成22年３月31日以前に

発生した負ののれんについては、20年間の定額法により償却しております。
(7) 収益及び費用の計上基準
①海運事業

海運事業は、集荷から最終目的地での積み荷の引き渡しを行う海上輸送サービスを提供
するものであります。
当該履行義務は、目的地までの期間や距離などの一定の期間にわたり充足されると判断

し、収益を認識しています。ただし、サービスの提供開始から完了までの期間が著しく短
い内航運送については、実務上の便法により最終目的地における積み荷の引き渡し時点で
一括して収益を認識しています。
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②ホテル事業
ホテル事業は、当社グループが保有するホテルに集客し、部屋の提供、食事の提供、そ

の他サービスを提供するとともに、おみやげ品等の物品販売を行うものであります。
当該履行義務は顧客のチェックアウト時（連泊の場合は宿泊翌朝の一定時点）に履行義

務が充足されると判断し、収益を認識しています。
③不動産事業

不動産事業は、当社グループが所有又は賃借している不動産を顧客に賃貸するものであ
ります。不動産の賃貸は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に従い、
その発生期間に賃貸収益を認識しています。
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3. 収益認識に関する注記
(1)収益の分解
当社グループは、顧客との契約から生じる収益を顧客との契約に基づき、主要な財又はサー

ビスのライン別に分解しております。これらの売上収益とセグメント収益との関連は、以下の
とおりです。

(単位：千円)
報告セグメント

その他
(注１) 合計

海運事業 ホテル事業 不動産事業

国内輸送 33,726,439 − − − 33,726,439
国内フェリー 4,310,684 − − − 4,310,684
国内貸船 1,525,685 − − − 1,525,685
国外輸送 1,951,723 − − − 1,951,723
港湾荷役 3,415,812 − − − 3,415,812
倉庫 1,626,467 − − − 1,626,467
その他海運サービス 2,240,562 − − − 2,240,562
ホテル業サービス − 2,254,057 − − 2,254,057
ホテル業物販 − 255,493 − − 255,493
ホテル業その他サービス − 38,765 − − 38,765
その他 − − − 1,148,726 1,148,726
顧客との契約から
生じる収益 48,797,376 2,548,317 − 1,148,726 52,494,419

その他の収益(注２) − − 577,182 − 577,182
外部顧客への売上高 48,797,376 2,548,317 577,182 1,148,726 53,071,602
(注)１．その他の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、青果物卸事業を含んでおります。

２．その他の収益は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく不動産賃貸収入です。
３．グループ会社間の内部取引控除後の金額を表示しております。
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(2)収益を分解するための基礎となる情報
①契約及び履行義務に関する情報及び履行義務の充足時点に関する情報
「2. 会計方針に関する事項 (7) 収益及び費用の計上基準」と同一であります。

②取引価格の算定に関する情報
取引価格は、顧客との契約に基づき算定しており、履行義務を充足するまでの期間におけ

る前受金の受領、又は履行義務充足後の支払を要求しています。

③履行義務への配分額の算定に関する情報
取引価格の履行義務への配分額の算定にあたっては、一つの契約につき複数の履行義務は

識別されていないため、取引価格の履行義務への配分は行っておりません。

(3)当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
①契約資産及び契約負債の残高等

(単位：千円)
当連結会計年度末

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 8,028,011
顧客との契約から生じた債権(期末残高) 7,853,465
契約資産(期首残高) 7,937
契約資産(期末残高) 81,823
契約負債(期首残高) 68,724
契約負債(期末残高) 101,080

(注) 連結貸借対照表において、顧客との契約から生じた債権及び契約資産は、「流動資産」の
「受取手形、売掛金及び契約資産」に含まれており、契約負債は「流動負債」の「その他
流動負債」に含まれています。

②残存履行義務に配分した取引価格
残存する履行義務に配分された取引価格当社グループにおいては、個別の予想契約期間が

１年を超える重要な取引がないため、残存履行義務に関する情報の記載を省略しておりま
す。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はあ
りません。
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4．会計上の見積りに関する注記
青函フェリー株式会社に係る有形固定資産の減損
(1)当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

青函フェリー株式会社の海運事業の有形固定資産 6,266,945千円
減損損失 −千円(遊休資産を除く)

(2)連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
①算出方法

営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっていることに伴い収益性が低下した
ことにより減損の兆候があると判断しましたが、減損損失の認識の判定において、当該資
産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額がその帳簿価額を上回って
いたことから、減損損失を認識しておりません。
資産グループの継続的使用によって生じる将来キャッシュ・フローの見積りは、青函フ

ェリー株式会社の取締役会によって承認された事業計画と、事業計画が策定されている期
間を超えている期間については事業計画の最終年度の数値に基づいて行っております。

②主要な仮定
将来キャッシュ・フローの見積りにおける主要な仮定は、事業計画の基礎となっている

フェリーの輸送台数、輸送単価及び燃料油価格であります。

③翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
上記の主要な仮定は不確実性を伴うため、将来の経済環境の変動などにより影響を受け

る可能性があり、結果として将来キャッシュ・フローが減少した場合、減損損失が発生す
る可能性があります。
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5. 連結貸借対照表注記
(1) 有形固定資産の減価償却累計額 52,777,794千円
(2) 担保に供している資産

船 舶 4,677,727千円
建物及 び 構 築 物 2,867,227千円
土 地 3,085,476千円
投 資 有 価 証 券 3,859,794千円
関 係 会 社 株 式 800,000千円

計 15,290,226千円
担保付債務

短 期 借 入 金 700,000千円
１年以内返済予定長期借入金 1,579,980千円
長 期 借 入 金 6,970,621千円

計 9,250,602千円
(3) 保証債務
非連結子会社の金融機関からの借入に対して債務保証を行っております。

大和陸運株式会社 10,000千円
(4) 受取手形、売掛金及び契約資産の金額
顧客との契約から生じた債権の残高及び契約資産の残高は、それぞれ以下のと

おりです。
受 取 手 形 7,469,316千円
売 掛 金 384,149千円
契 約 資 産 81,823千円

計 7,935,288千円
(5) 契約負債の金額
その他流動負債のうち、契約負債の残高 101,080千円

6. 連結損益計算書注記
売上高のうち、顧客との契約から生じる収益の額 52,494,419千円
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7. 連結株主資本等変動計算書注記
(1) 発行済株式の種類および総数

普通株式 12,739,696株
(2) 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決 議 株式の種類 配当金の総額
(千円)

1株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

令和６年6月27日
定時株主総会 普通株式 152,080 12 令和６年3月31日 令和６年6月28日

(3) 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

決 議 株式の
種類 配当の原資 配当金の総額

(千円)
1株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

令和７年6月27日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 311,756 25 令和７年3月31日 令和７年6月30日
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8. 金融商品注記
(1) 金融商品の状況に関する事項
①金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金計画に照らして必要な資金（主に銀行借入や社債発行）を調達し
ております。また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブ
は、後述するリスクを回避するために利用しております。資金運用については原則とし
て預金等を中心として元本が保証されるか若しくはそれに準じる安定的な運用成果の
得られるものを対象としており、有価証券及びデリバティブは、投機的な取引は行わ
ない方針であります。

②金融商品の内容およびそのリスク
営業債権である受取手形および売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。ま

た、海外取引を行うにあたり生じる外貨建てのものについては為替の変動リスクに晒され
ておりますが、同じ外貨建ての営業債務の残高の範囲内にあるものが多いため、為替リス
クのヘッジはしておりません。
有価証券である外貨建MMFは、為替変動リスクに晒されておりますが、安全性の高い

金融商品であり、投機を目的とした取引は行わない方針であります。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式、投資事業組合への出資等であ

ります。これらは、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形および買掛金は、そのほとんどが６ヶ月以内の支払期日であり

ます。一部外貨建てのものについては為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨
建ての営業債権の残高の範囲内にあるものが多いため、為替リスクはヘッジしておりませ
ん。
借入金および社債は、設備投資・運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、借

入期日および社債償還日は最長で決算日後15年であります。このうち一部は、金利の変
動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引（金利スワップ取引）を利用してヘッ
ジしております。
デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクを回避する目的で金利スワッ

プ取引を利用しており、投機を目的としたデリバティブ取引は行わない方針であります。
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③金融商品に係るリスク管理体制
1)信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループは、営業債権および貸付金について各事業部門が主要取引先の状況を定
期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日および残高を管理するとともに、財務状況
等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
デリバティブ取引については、取引相手先を信用度の高い金融機関を取引相手として

おり、信用リスクはほとんどないと認識しております。
2)市場リスク（金利等の変動リスク）の管理

当社グループは、借入金に係る支払金利の変動リスクを回避するために、金利スワッ
プ取引を利用しております。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握

し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
デリバティブ取引の執行・管理については、資金担当部門が稟議規程に従い、稟議決

裁を経て行っております。なお、デリバティブ取引は内部管理規程に従い、実需の範囲
で行うこととしております。

3)資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社グループは、各部署からの報告に基づき資金担当部門が適時に資金繰計画を作

成・更新するとともに、コミットメントラインの活用など資金調達の多様化、手許流動
性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には

合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織
り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動すること
があります。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項
令和７年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、

次のとおりであります。
(単位：千円)

連結貸借対照表
計上額 時価 差額

(1) 投資有価証券(*2) 18,093,885 18,093,885 −
資産計 18,093,885 18,093,885 −

(1) 社債（*3） 400,000 398,894 △1,105
(2) 長期借入金（*3） 13,566,432 13,299,487 △266,944
(3) 長期未払金（*3） 12,745,503 12,071,672 △673,830

負債計 26,711,935 25,770,054 △941,880
(*1)「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「有価証券(MMF)」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」について
は、現金であること又は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略し
ております。
(*2) 市場価格のない株式及び投資事業組合への出資は時価開示の対象としておりません。当該金融商品の連結貸
借対照表計上額は以下のとおりであります。

区分 連結貸借対照表計上額（千円)

非上場株式 732,685

投資事業組合への出資 66,607
(*3) 社債・長期借入金および長期未払金には１年内の返済予定分を含んでおります。

(注1) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額
(単位：千円)

１年以内 １ 年 超
５年以内

５ 年 超
10年以内 10年超

現金及び預金 13,830,427 − − −

受取手形 384,149 − − −

売掛金 7,469,316 − − −

合計 21,683,892 − − −
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(注2) 社債、長期借入金、長期未払金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
(単位：千円)

１年以内 １ 年 超
２ 年 以 内

２ 年 超
３ 年 以 内

３ 年 超
４ 年 以 内

４ 年 超
５ 年 以 内 ５年超

短期借入金 1,480,000 − − − − −

社債 400,000 − − − − −

長期借入金 2,586,077 2,362,040 2,126,440 1,922,357 1,076,854 3,492,662

長期未払金 1,169,871 1,169,871 1,169,871 1,169,871 1,169,871 6,896,144

合計 5,635,949 3,531,912 3,296,312 3,092,229 2,246,726 10,388,807

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の

3つのレベルに分類しております。
レベル 1 の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格によ

り算定した時価
レベル 2 の時価：レベル 1 のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプッ

トを用いて算定した時価
レベル 3 の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン

プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時
価を分類しております。

①時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
(単位：千円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 18,093,885 − − 18,093,885

資産計 18,093,885 − − 18,093,885
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②時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
(単位：千円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

社債 − 398,894 − 398,894

長期借入金 − 13,299,487 − 13,299,487

長期未払金 − 12,071,672 − 12,071,672

負債計 − 25,770,054 − 25,770,054

(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
資 産

投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時
価をレベル１の時価に分類しております。

負 債
社債
元利金の合計額を当該社債の残存期間および信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算
定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金、長期未払金
これらの時価は、元利金の合計額を当該借入金、未払金の残存期間および信用リスクを加味した利率で
割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

デリバティブ取引
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されてい
るため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
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9. 賃貸等不動産に関する注記
当社グループでは、東京都・北海道その他の地域において、賃貸用の店舗ビル・倉庫等を有

しております。令和７年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は330,565千円
であります。
また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額および時価は次の

とおりであります。
(単位：千円)

連結貸借対照表計上額
当連結会計年度末の時価当 連 結 会 計 年 度

期 首 残 高
当 連 結 会 計 年 度
増 減 額 当連結会計年度末残高

2,072,483 698,894 2,771,377 8,169,544
(注) 1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額および減損損失累計額を控除した金額でありま

す。
2. 当連結会計年度末の時価は、主として社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価に基づいて算定した金
額であります。ただし、直近の評価時点から一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられ
る指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金額によっておりま
す。

10. １株当たり情報注記
(1) １株当たり純資産額 2,405円12銭
(2) １株当たり当期純利益 159円83銭

11. 重要な後発事象注記
該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表
(令和７年３月31日現在)

(単位：千円)
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 4,912,874 流 動 負 債 3,919,310

現 金 及 び 預 金 1,685,072 海 運 業 未 払 金 1,298,412
受 取 手 形 84,378 １年以内返済予定長期借入金 1,824,076
海 運 業 未 収 金 2,839,384 リ ー ス 債 務 46,190
貯 蔵 品 204,149 未 払 金 29,837
未 収 入 金 15,964 未 払 費 用 82,283
そ の 他 流 動 資 産 83,947 未 払 法 人 税 等 401,607
貸 倒 引 当 金 △20 賞 与 引 当 金 52,267

固 定 資 産 25,879,823 そ の 他 流 動 負 債 184,635
有形固定資産 6,782,896 固 定 負 債 11,776,700

船 舶 3,354,254 長 期 借 入 金 7,736,010
建 物 375,567 リ ー ス 債 務 203,391
構 築 物 652 繰 延 税 金 負 債 3,561,038
車 輌 及 び 運 搬 具 406,284 退 職 給 付 引 当 金 171,046
工 具 器 具 備 品 302,942 役員退職慰労引当金 95,346
土 地 2,122,110 そ の 他 の 固 定 負 債 9,867
リ ー ス 資 産 221,084 負 債 合 計 15,696,011

無形固定資産 68,811 純 資 産 の 部
ソ フ ト ウ ェ ア 61,815 株 主 資 本 7,157,244
その他無形固定資産 6,995 資 本 金 1,215,035

投資その他の資産 19,028,116 資 本 剰 余 金 767,557
投 資 有 価 証 券 15,722,249 資 本 準 備 金 740,021
関 係 会 社 株 式 2,907,996 そ の 他 資 本 剰 余 金 27,535
従業員に対する長期貸付金 1,367 利 益 剰 余 金 5,409,917
会 員 権 8,650 利 益 準 備 金 235,800
保 険 積 立 金 260,124 そ の 他 利 益 剰 余 金 5,174,117
差 入 保 証 金 130,267 圧 縮 記 帳 積 立 金 113,882
そ の 他 投 資 600 別 途 積 立 金 1,665,000
貸 倒 引 当 金 △3,140 繰 越 利 益 剰 余 金 3,395,235

自 己 株 式 △235,266
評価・換算差額等 7,939,443
その他有価証券評価差額金 7,939,443
純 資 産 合 計 15,096,687

資 産 合 計 30,792,698 負債及び純資産合計 30,792,698
(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
(自 令和６年４月１日) (単位：千円)至 令和７年３月31日

科 目 金 額
海 運 業 収 益 18,323,668
海 運 業 費 用

運 航 費 8,128,398
船 費 1,114,957
借 船 料 6,817,455 16,060,810
海 運 業 利 益 2,262,858

そ の 他 事 業 収 益 104,906
そ の 他 事 業 費 用 36,077

そ の 他 事 業 利 益 68,828
営 業 総 利 益 2,331,686
一 般 管 理 費 1,385,102

営 業 利 益 946,583
営 業 外 収 益

受 取 利 息 9,381
受 取 配 当 金 560,876
受 取 保 険 金 3,102
補 助 金 収 入 70,806
そ の 他 営 業 外 収 益 47,477 691,644

営 業 外 費 用
支 払 利 息 80,082
社 債 利 息 50
社 債 発 行 費 償 却 142
そ の 他 営 業 外 費 用 10,194 90,469

経 常 利 益 1,547,759
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 3,906
保 険 解 約 返 戻 金 1,826 5,732

特 別 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損 247
保 険 解 約 損 79 327

税 引 前 当 期 純 利 益 1,553,163
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 481,971
法 人 税 等 調 整 額 △46,018
当 期 純 利 益 1,117,211

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
(自 令和６年４月１日)至 令和７年３月31日

(単位：千円)
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 その他資本

剰余金
資本剰余金
合 計 利益準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利益剰余金
合 計圧縮記帳

積 立 金 別途積立金 繰越利益
剰 余 金

令和６年4月1日残高 1,215,035 740,021 22,969 762,990 235,800 115,628 1,665,000 2,428,358 4,444,787 △44,994 6,377,818

事 業 年 度 中 の 変 動 額

圧縮記帳積立金の取崩 △1,745 1,745 − −

剰 余 金 の 配 当 △152,080 △152,080 △152,080

当 期 純 利 益 1,117,211 1,117,211 1,117,211

自 己 株 式 の 取 得 △209,924 △209,924

自 己 株 式 の 処 分 4,566 4,566 19,652 24,219
株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 事 業 年 度 中 の
変 動 額 （純 額)
事 業 年 度 中 の
変 動 額 合 計 − − 4,566 4,566 − △1,745 − 966,876 965,130 △190,271 779,425

令和７年3月31日残高 1,215,035 740,021 27,535 767,557 235,800 113,882 1,665,000 3,395,235 5,409,917 △235,266 7,157,244

(単位：千円)
評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

令和６年4月1日残高 6,233,138 6,233,138 12,610,956

事 業 年 度 中 の 変 動 額

圧縮記帳積立金の取崩 −

剰 余 金 の 配 当 △152,080

当 期 純 利 益 1,117,211

自 己 株 式 の 取 得 △209,924

自 己 株 式 の 処 分 24,219
株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 事 業 年 度 中 の
変 動 額 （純 額)

1,706,304 1,706,304 1,706,304

事 業 年 度 中 の
変 動 額 合 計 1,706,304 1,706,304 2,485,730

令和７年3月31日残高 7,939,443 7,939,443 15,096,687

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
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個別注記表
1．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準および評価方法
①子会社株式および関連会社株式
移動平均法による原価法

②その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの 決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式 主に移動平均法による原価法
投資事業組合への出資については、組合契約に
規定される決算報告日に応じて入手可能な最近
の決算書を基礎とし、当社の持分相当損益を営
業外損益に計上し、投資有価証券に加減してお
ります。

(2) 棚卸資産の評価基準および評価方法
先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

(3) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
船 舶 定額法を採用しております。
そ の 他 主として定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降
取得した建物附属設備および構築物については定額法を採用しており
ます。

②無形固定資産（リース資産を除く）
ソ フ ト ウ ェ ア 自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法を採用しております。
③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース
期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法を採用しております。
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(4) 繰延資産の処理方法
社債発行費 社債償還期間にわたり定額法を採用しております。

(5) 引当金の計上基準
①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸
念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上してお
ります。

②賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

③退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の

見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を

退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
④役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、令和元年６月27日開催の第146回定時株主総
会で決議された役員退職慰労金の打ち切り支給額のうち、将来の支給見込額を計上してお
ります。

(6) 収益及び費用の計上基準
①海運事業

海運事業は、集荷から最終目的地での積み荷の引き渡しを行う海上輸送サービスを提供
するものであります。
当該履行義務は、目的地までの期間や距離などの一定の期間にわたり充足されると判断

し、収益を認識しています。ただし、サービスの提供開始から完了までの期間が著しく短
い内航運送については、実務上の便法により最終目的地における積み荷の引き渡し時点で
一括して収益を認識しています。

②不動産事業
不動産事業は、当社グループが所有又は賃借している不動産を顧客に賃貸するものであ

ります。不動産の賃貸は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に従い、
その発生期間に賃貸収益を認識しています。
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2．収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報
連結注記表と同一であります。

3．会計上の見積りに関する注記
関係会社株式の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

関係会社株式評価損 −千円
関係会社株式 2,907,996千円(うち、青函フェリー株式会社 801,413千円)

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
市場価格のない関係会社株式の評価については、取得原価をもって貸借対照表価額として

おりますが、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下した場合、
実質価額まで減額し評価損を認識します。
当事業年度において関係会社株式評価損は計上しておりませんが、連結注記表『４．会計

上の見積りに関する注記』に記載のとおり、当社の子会社である青函フェリー株式会社の有
形固定資産において減損の兆候があることから、翌事業年度において当該子会社が減損損失
を計上したことにより財政状態が悪化した場合には、当該子会社株式に係る関係会社株式評
価損を計上する可能性があります。
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4．貸借対照表注記
(1) 関係会社に対する短期金銭債権 810,233千円

関係会社に対する短期金銭債務 714,420千円
関係会社に対する長期金銭債務 850,000千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 10,276,423千円
(3) 担保に供している資産 船 舶 3,049,208千円

建 物 355,236千円
土 地 831,431千円
投 資 有 価 証 券 3,859,794千円
関 係 会 社 株 式 800,000千円

計 8,895,670千円
担保付債務 1 年 以 内 返 済 予 定

長 期 借 入 金 1,060,000千円
長 期 借 入 金 4,590,000千円

計 5,650,000千円
(4) 保証債務

金融機関からの借入等に対する債務保証 ㈱登別グランドホテル 2,086,390千円
青 函 フ ェ リ ー ㈱ 5,724,368千円
栗林物流システム㈱ 4,519,234千円
㈱ セ ブ ン 188,821千円
栗 林 マ リ タ イ ム ㈱ 4,930,575千円

計 17,449,389千円
5．損益計算書注記
(1) 関係会社との取引高 海 運 業 収 益 4,723,748千円

海 運 業 費 用 9,521,737千円
販売費及び一般管理費 19,308千円
そ の 他 事 業 収 益 103,346千円
営業取引以外の取引高
営 業 外 収 益 146,770千円
営 業 外 費 用 10,624千円
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6．株主資本等変動計算書注記
(1) 発行済株式の種類および総数
普通株式 12,739,696株

(2) 自己株式の種類および総数
普通株式 269,451株

7．税効果会計注記
繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（繰延税金資産）
退職給付引当金 53,766千円
役員退職慰労引当金 29,955千円
賞与引当金 16,004千円
投資有価証券評価損 10,518千円
関係会社株式評価損 859,857千円
会員権評価損 4,526千円
未払事業税 21,073千円
関係会社貸付金 661,920千円
その他 230,467千円
繰延税金資産 小計 1,888,089千円
評価性引当額 △1,740,558千円
繰延税金資産 合計 147,531千円
（繰延税金負債）
圧縮記帳積立金 52,413千円
その他有価証券評価差額金 3,654,369千円
その他 1,786千円
繰延税金負債 合計 3,708,570千円
繰延税金負債の純額 3,561,038千円
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8．関連当事者との取引注記
(1)子会社等 (単位：千円)

種類 会社等の
名称

議決権等の
所有(被所有)

割合
関連当事者
との関係

取引の
内容 取引金額 科目 期末残高

子会社

青函フェリー
株式会社

所有
直接 99.7％

借船関係取引
債務保証

借船関係取引(注3) 10,187 海運業未払金 264
債務保証(注4) 5,724,368 − −
保証料の受取(注1) 2,998 − −

大和運輸
株式会社

所有
直接 30.6％
間接 36.3％

港湾運送作業
集荷代理店業務

港湾運送作業(注3） 1,418,497 海運業未収金 473,899
集荷代理店業務(注3） 833,743 海運業未払金 76,294

三陸運輸
株式会社

所有
直接 84.8％

港湾運送作業
集荷代理店業務

港湾運送作業(注3） 360,723 海運業未収金 31,480
集荷代理店業務(注3） 380,309 海運業未払金 35,046

栗林物流
システム
株式会社

所有
直接 100.0%

借船関係取引 借船関係取引(注3) 1,020,498 海運業未払金 67,128
債務保証 債務保証(注4) 4,519,234 − −

保証料の受取(注1) 2,427 − −
資金の借入 資金の借入 − 長期借入金 450,000

利息の支払(注5) 5,624 − −
株式会社
登別グランド
ホテル

所有
直接 84.1％
間接 6.2％

債務保証 債務保証(注4) 2,086,390 − −
保証料の受取(注1) 1,094 − −

株式会社
セブン

所有
直接100.0％

債務保証 債務保証(注4) 188,821 − −
保証料の受取(注1) 106 − −

株式会社
ケイセブン

所有
直接 51.3％

燃料油等
購入及び
修理作業

燃料油等購入および
修理作業(注2) 3,655,114 海運業未払金 377,823

栗林運輸
株式会社

所有
直接 73.8％
間接 0.2％

港湾運送作業 港湾運送作業(注3） 2,864,902 海運業未収金 277,206
集荷代理店業務 集荷代理店業務(注3） 1,466,765 海運業未払金 137,466

栗林マリタイム
株式会社

所有
直接100.0％

借船関係取引 借船関係取引(注3) 2,064,400 海運業未払金 7,854
債務保証 債務保証(注4) 4,930,575 − −

保証料の受取(注1) 2,608 − −
資金の借入 資金の借入 − 長期借入金 400,000

利息の支払(注5) 5,000 − −
取引条件および取引条件の決定方針等

(注) 1. 当社は銀行借入等に対して債務保証を行っており、保証料を受領しております。
2. 市場価格を勘案して毎期価格交渉の上、取引条件を決定しております。
3. 市場価格、総原価を勘案して毎期価格交渉の上、取引条件を決定しております。
4. 債務保証については、金融機関からの借入金に対し、債務保証を行ったものであります。
5. 資金の借入については、原則市場金利等を勘案し、金利等を合理的に決定しております。
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9．１株当たり情報注記
(1) １株当たり純資産額 1,210円62銭
(2) １株当たり当期純利益 88円67銭

10．重要な後発事象注記
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

令和７年５月２0日
栗 林 商 船 株 式 会 社

取 締 役 会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 堀越 喜臣
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田島 哲平

監査意見
当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、栗林商船株式会社の令和６年４月１日から令和

７年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株
主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、栗林商船株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益
の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作

2025年05月26日 15時46分 $FOLDER; 63ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



監査報告書

― 63 ―

成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関
する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

令和７年５月２0日
栗 林 商 船 株 式 会 社

取 締 役 会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 堀越 喜臣
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田島 哲平

監査意見
当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、栗林商船株式会社の令和６年４月１日か

ら令和７年３月３１日までの第１５２期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査役会は、令和６年４月１日から令和７年３月31日までの第152期事業年度における取締役の職務執
行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報
告いたします。

1. 監査役および監査役会の監査の方法およびその内容
(1) 当監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況および結果について

報告を受けるほか、取締役等および会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、当監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取
締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努め
るとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業
務および財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役および監査役等
と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための
体制その他株式会社およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものと
して会社法施行規則第100条第1項および第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容およ
び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について、取締役および使用人等からそ
の構築および運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたし
ました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131
条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議会)等に従って整備している旨の
通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書、計算書類(貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表)およびその附属明細書ならびに連結計算書類(連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書および連結注記表)について検討いたしました。
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2. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと
認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容および取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ
ません。
なお、財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点において開示すべき重要な不備
はない旨の報告を、会計監査人EY新日本有限責任監査法人から受けております。

(2) 計算書類およびその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

令和７年５月２0日
栗林商船株式会社 監査役会

監査役(常勤) 横 川 憲 人 ㊞
監 査 役 廣 渡 鉄 ㊞
監 査 役 和 田 芳 幸 ㊞

(注) 監査役横川憲人、廣渡 鉄および和田芳幸は、会社法第２条第16号および第335条第３項に定める社
外監査役であります。

以 上
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ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に
基づき、より多くの人へ適切に情報を伝え
られるよう配慮した見やすいユニバーサル
デザインフォントを採用しています。

第152回定時株主総会会場ご案内略図
東京都千代田区大手町二丁目２番１号
新大手町ビル ４階429区 当社会議室
電話 （03）5203−7981（代表）

ＪＲ東京駅…丸の内北口より徒歩５分
東京メトロ丸ノ内線・東西線・半蔵門線・千代田線・都営三田線
大手町駅…Ｂ３出口（階段）直結／Ｂ２ｃ出口（エレベーター有）より徒歩２分／

Ａ５出口（エレベーター有）より徒歩２分

栗林商船株式会社
https://www.kuribayashishosen.com
この株主総会招集ご通知の内容は、上記ホームページ上
でもご覧になれます。
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